
【街区・近隣公園】
　 　　　   １００人/ha以上：５点
 　　７５～１００人/ha未満：４点
 　  ５０～ ７５人/ha未満：３点
 　  ２５～ ５０人/ha未満：２点
 　  　０ ～２５人/ha未満：１点

5 -

5 -

5 -

4 8

②文化財
等の保全
機能

③生活環
境保全機
能

自然美を守る地区として風致地区に指定されている地区内に位置する公園は、自然環境保全にお
ける役割が重要であると判断し、下記のとおり評価する。
【街区・近隣公園】
　　風致地区指定あり：４点、地区指定なし：０点
【その他の公園】
　風致地区指定あり：８点、地区指定なし：０点

【街区・近隣公園】
右記の方法で評価する。

【その他の公園】
配点なし

【街区・近隣公園】
  ３０％以上：０点
  ２７～３０％未満：１点
  ２４～２７％未満：２点
  ２１～２４％未満：３点
  １８～２１％未満：４点
  １５～１８％未満：５点
  １２～１５％未満：６点
  　９～１２％未満：７点
  　６～　９％未満：８点
  　３～　６％未満：９点
  　　　　 ３％未満：１０点

10 15

視点 評価項目

④周辺地
域緑地状
況

1
-
地
域
性

（
公
園
が
位
置
す
る
地
区
別
地
域
性

）

2
-
環
境

（
環
境
保
全
機
能

）

代替施設との距離（m）

10

下記のいずれかの位置づけがある場合は１５点とする。

①立地適正化計画における「都市機能誘導区域もしくは居住誘導区域」内

②緑の基本計画における「拠点となる緑」の位置づけがある公園

③公園施策の基本方針における「重点校区」に位置づけられた校区内にある公園

15

【街区・近隣公園】
将来推計人口（Ｈ３７）が増加傾向の地区にある公園は５点とする。減少傾向は０点とする。

【その他の公園】　　　配点なし

【街区・近隣公園】
開設率が８割を超えているものに関しては、既に十分な機能を持っているものと見なし、０点とする。
開設率が低い公園に関しては、最も近い距離に位置する類似機能を持った施設との距離を計測し、
計測値が誘致距離の２倍に満たない場合、整備の必要性・優先性が低いとみなし、０点とする。
誘致距離の２倍を超える場合は、超えた距離に応じて加点し、測定値が誘致距離の３倍以上の時、
１０点とする。評価点の算定は下記の通り
P＝[測定値-(誘致距離×２)]/[（誘致距離）/１０](小数点以下四捨五入)
Pが０以下の場合０点、１０以上の場合１０点とする。
※誘致距離（街区公園２５０m、近隣公園５００m、地区公園１km）

【その他の公園】
代替施設としての機能役割を担うことができる施設が各区内にある場合は０点、ない場合は１５点と
する。尚、熊本城公園、水前寺江津湖公園、北岡自然公園（歴史公園）、花岡山公園（風致公園）、
立田山緑地、神園山小山山緑地、戸島山緑地については、機能を代替するような施設はないことか
ら１５点とする。

熊本市の水の風土と文化を後世に伝えるための市民共有財産である「熊本水遺産」としての登録が
ある場合、さらには、地下水涵養区域の指定区域内の有無により、以下のとおり評価する。
【街区・近隣公園】（上限４点）
①「熊本水遺産」の登録がある場合：２点、登録がない場合０点
②「地下水涵養区域」の指定区域内の場合：２点、指定区域外の場合：０点
【その他の公園】（上限８点）
①「熊本水遺産」の登録がある場合：４点、登録がない場合０点
②「地下水涵養区域」の指定区域内の場合：４点、指定区域外の場合：０点

【街区・近隣公園】
緑の基本計画で定める目標値３０％を超える地
区は整備の必要性・優先性が低いとみなし、０
点とする。３０％に満たない地区においては、右
記のとおり評価する。

【その他の公園】
配点なし

計画区域内（開設箇所、未開設箇所含）の現況
における緑被状況から公園整備が自然環境保
全に繋がるかを評価する。計画区域内の緑地
を求積し、緑被率を算出する。

A＝（緑地面積）/（計画区域面積）×１００
上記計算結果を元に右記のとおり評価する。

4

②周辺地
域の
公園不足
度
（地区別公
園充足度）

①都市の
将来像との
関係

③代替施
設の状況
（代替施設
の近接性）

①自然環
境保全機
能

風致地区指定状況

一人当たりの公園面積
（㎡/人）

文化財の状況

周辺地域緑被率（%）

計画区域内緑被率（%）

15

-

30

必
要
性

軸

-

配点

街区公園
近隣公園

その他
の公園

50

15

4

84

8

40

8

4

【街区公園】
　 ０～２０％未満：０点
 ２０～４０％未満：２点
        ４０％以上：４点
【都市緑地】
　 ０～４０％未満：０点
 ４０～８０％未満：４点
        ８０％以上：８点
【その他の公園】
　 ０～３０％未満：０点
 ３０～６０％未満：２点（４点）
　      ６０％以上：４点（８点）

地下水涵養機能
（水源や水辺環境の有

無）

人口増加率（％）

2412

20

8

【長期未整備都市計画公園の見直し評価基準（詳細版）】

採点方法

【街区・近隣公園】
緑の基本計画で定める目標値１０（㎡/人）を超える地区は整備の必要性・優先性が低いとみなし、0
点とする。尚、１０（㎡/人）に満たない地区においては、以下のとおり評価する。
　９㎡ー１点、８㎡ー２点、７㎡ー３点、６㎡ー４点、５㎡以下ー５点
※小数点第１位を四捨五入（面積）

【その他の公園】　配点なし

城跡や遺跡など歴史的、文化的な施設の有無について評価する。
※計画域内に文化財などが有る場合に以下のとおり評価
【街区・近隣公園】
　文化財の指定あり：４点、指定なし：０点
【その他の公園】
　文化財の指定あり：８点、指定なし：０点

住宅地と公園の未整備区域との間に騒音、大気汚染等、生活環境を害する恐れのある施設が存在
していたり、道路（国道・県道・幹線市道（１・２級））と接している公園は整備することにより公園の
バッファー機能の発揮を期待でき、整備の必要性、優先性が高いと考えられる為、下記のとおり評
価する。
【街区・近隣公園】　　バッファー機能の必要性あり：４点、必要性が低い：０点
【その他の公園】　バッファー機能の必要性あり：８点、必要性が低い：０点

騒音、大気汚染等の
バッファー（緩衝）機能

指標

公園整備に関する上位
計画での位置づけ

・都市計画
マスタープラン
・緑の基本計画

・公園施策の基本方針

人口密度（人/ha）
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視点 評価項目軸

配点

街区公園
近隣公園

その他
の公園

採点方法指標

【都市計画基礎調査区分地区内の平均建ぺい率】
　　　　 　３０％以上：５点
　　２５～３０％未満：４点
　　２０～２５％未満：３点
　　１５～２０％未満：２点
　　１０～１５％未満：１点
　       　１０％未満：０点

5 5

①事業の
困難度
（計画区域
内建物現
況）

5

5

5

10

木造の割合が大きい場合、火災による延焼の
危険性が高くなり、緩衝地としての整備の必要
性が高まり高得点となる。右記の通り評価す
る。

用地確保に必要な費用の概算を算出し、事業
費の確保が可能かを評価する。費用の額に応
じて右記の通り評価する。

M(事業費概算）
　　=用地買収費+計画区域内戸数×補償費＋
施設整備費※１

　
※１　施設整備費については、以下の単価を使
う。
緑地： ８，０００円/㎡
緑地以外の公園：２０，０００円/㎡
　

避難地として重要性を評価する。「熊本市地域防災計画」における避難場所としての指定されている
場合は、より整備の優先度が高いと考えられるため下記の通り評価する。
また、開設面積が低い公園の場合、周辺に指定された避難場所が公園区域から５００m以内に無い
場合は、下記のとおり評価する。

　【公園自体の避難所の指定の有無】　広域避難場所指定あり：１０点、一時避難場所指定あり：５
点、
　【公園周辺の避難場所の有無】
開設率８割未満の公園において、周辺５００mに避難場所の指定がない場合：５点

事業実施の困難性を高める要因となるような施設等の有無から事業の困難度を評価する。

・病院、店舗、工場、集合住宅、戸建住宅（１０戸以上）、墓地(１０基以上）、神社、寺院など移設困難
な物件が計画区域内にある場合：０点
・戸建住宅（１０戸未満）、墓地（１０基未満）などの支障が比較的大きいと予想される物件が計画区
域内にある場合：１０点
・移設困難と考えられる施設は特に見られない場合：３０点

　【浸水深さ】
　浸水深さが２．０ｍ以上：５点
　　　　〃　　 ２．０ｍ未満：４点
　　　　〃　　 １．０ｍ未満：３点
　　　　〃　　 ０．５ｍ未満：２点
　　　　〃　 　　　０ｍ：１点

ハザードマップで予想される浸水深さから、公
園の未整備区域が調整池として機能できる貯
水量を試算し、貯水量が大きい公園は流出抑
制能力が高いものとし高得点とする。なお、樹
林地である場合は、雨水浸透能力が高く、流域
への流出を抑制するため、算出した点数に1点
を加点する。
貯水量に応じて右記の通り評価する。
Ｂ（貯水量）＝浸水深さ（ｍ）※１×未整備区域の
面積（㎡）
　※１　予想浸水深さが２ｍ以上の箇所は、３ｍ
として計算する。

10

30

　【貯水量】
貯水量　 １０万m3以上：５点
〃　　７～１０万m3以上：４点
〃　　５～　７万ｍ3未満：３点
〃　　３～　５万ｍ3未満：２点
〃　　１～　３万ｍ3未満：１点
　　〃　  　 １万ｍ3未満：０点
　（森林※２の場合は上記点数に＋１点）
※２　熊本市森林整備計画に位置づけられる森林

②残事業
費

雨水流出抑制能力
(想定貯水量（㎥））

ハザードマップで予想される浸水深が深いほど
整備の必要性（貯留機能の確保）が高いものと
し評価する。右記の通り評価する。

③避難所
機能

建物密集状況
（現況建ぺい率（%））

周辺建物の木造率(%)

洪水危険度

（浸水深さ（ｍ））

5

①周辺地
域の避難
困難度
（建物密集
状況）

実
現
性

4
-
事
業
実
施
の
実
現
性

（
事
業
の
目
処

、
効
率

）

　③単位面
積あたり事
業費

必
要
性

3
-
防
災

（
災
害
予
防
対
策
機
能

）

   ②水害
対策機能

20

30 30

2020

100100

10 10

10

5

30

3030
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【街区公園】
　　　　　 １．０億円以上：０点
　０．５～１．０億円未満：１０点
　０．３～０．５億円未満：２０点
　　　　　 ０．３億円未満：３０点

【その他の公園】
　　　 １０億円以上：０点
　５～１０億円未満：５点
　３～  ５億円未満：１０点
　１～  ３億円未満：２０点
　       １億円未満：３０点

住宅密集地域では、延焼や災害時の被害拡大
に繋がる恐れがある為、その地区にある公園は
避難所としてだけでなく被害の緩衝効果が期待
され、整備の必要性は高く、高得点となる。右記
の通り評価する。

広域避難場所・一時避
難場所

㎡当たり整備費用概算
（万円/㎡）

地形地物による
整備費の高騰要因の

有無

事業費概算（億円）

用地買収費、施設整備
費

計画区域内の
特殊な建物の立地状

況

20

10

事業費の概算を基に未整備区域の１㎡あたりの整備費用の概算を求め、整備効率を評価する。費
用が少なくて済む公園ほど実現性が高くなるため高得点となる。
　　 １０万円以上：０点
５～１０万円未満：１０点
        ５万円未満：２０点

未整備区域内に、公園を整備する際の高騰要因となるような道路、河川、崖地、高低差がある場合
に以下のとおり配点する。２要因以上ある場合は０点、要因が１つの場合は１０点、ない場合２０点と
する。ただし、供用区域と未整備区域の分類がない全区域が未整備の公園については、中間の１０
点とする。

物件補償費

【都市計画基礎調査区分地区内の木造率】
　　　　　 ８５%以上：５点
　　８０～８５%未満：４点
　　７５～８０%未満：３点
　　７０～７５%未満：２点
　　６５～７０%未満：１点
　　        ６５%未満：０点
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